
内
閣
衆
質
一
六
〇
第
六
号

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
高
速
道
路
料
金
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
受
領

答

弁

第

六

号



衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
高
速
道
路
料
金
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

昭
和
四
十
七
年
九
月
に
、
当
時
の
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
が
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）

第
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
道
路
公
団
に
対
し
て
認
可
し
た
高
速
自
動
車
国
道
に
係
る
料
金
の
徴
収
期
間
は
、
高
速

自
動
車
国
道
の
路
線
ご
と
の
供
用
開
始
時
期
を
平
均
化
し
た
起
算
日
で
あ
る
昭
和
五
十
一
年
二
月
か
ら
約
二
十
八
年
間
と
な

る
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
道
路
公
団
が
当
該
認
可
を
受
け
る
た
め
の
申
請
書
に
添
付
し
た
「
料
金
及
び

料
金
の
徴
収
期
間
算
出
の
基
礎
を
記
載
し
た
書
面
」
及
び
「
推
定
交
通
量
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
記
載
し
た
書
面
」
に
お

い
て
、
料
金
の
徴
収
期
間
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
の
基
礎
と
な
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
料
金
の
徴
収
期
間
の
算
出
の
基
礎
と
な
っ
た
推
定
交
通
量
等
は
、
当
時
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方

法
に
よ
っ
て
推
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
異
な
る
推
計
は
存
在
し
な
い
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
書
面
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
料
金
改
定
に
当
た
り
、
最
新
の
建
設
計
画
及
び
推
定
交
通
量
等
を
踏
ま

え
て
、
そ
の
都
度
作
成
さ
れ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

一



第
百
五
十
九
回
国
会
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
が
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
及
び
参
議
院
国
土
交
通
委
員
会
に
提
出
し
た

「
道
路
関
係
四
公
団
の
債
務
返
済
イ
メ
ー
ジ
の
試
算
例
」
（
以
下
「
試
算
例
」
と
い
う
。
）
は
、
両
委
員
会
に
お
け
る
道
路

関
係
四
公
団
民
営
化
関
係
四
法
案
の
審
議
の
際
の
参
考
資
料
と
し
て
、
民
営
化
後
四
十
五
年
以
内
で
の
債
務
の
返
済
の
可
能

性
に
つ
い
て
多
く
の
仮
定
の
下
に
試
算
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構

（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
引
き
継
ぐ
道
路
関
係
四
公
団
の
債
務
の
返
済
の
詳
細
な
内
容
は
、
機
構
及
び
高
速
道
路
株

式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
の
発
足
後
、
会
社
の
建
設
計
画
を
踏
ま
え
て
、
機
構
の
業
務
実
施
計
画
の
中
で
示
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
右
の
よ
う
な
趣
旨
で
作
成
し
た
試
算
例
に
つ
い
て
、
今
後
、
定
期
的
に
補
正
す
る
こ
と
は

考
え
て
い
な
い
。

な
お
、
機
構
及
び
会
社
は
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
機
構
か
ら
会
社
へ
の
道
路
資
産
の
貸
付
け
に
係
る
基
本
的
な
内
容

等
を
記
載
し
た
協
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
こ
れ
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
を
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
協
定
が
変
更
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
併
せ
て
業
務
実
施
計
画
に
つ

い
て
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

二



試
算
例
に
お
け
る
料
金
収
入
は
、
平
成
十
七
年
度
以
降
、
高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
水
準
を
平
均
一
割
引
き
下
げ
る
こ
と

と
し
て
試
算
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
割
引
制
度
の
具
体
案
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
更
な
る
割
引
に
つ
い
て
は
、
民
営
化
後
四
十
五
年
以
内
で
の
債
務
の
返
済
が
可
能
な
こ
と
を
前
提
に
、
民
間
の
経

営
感
覚
を
い
か
し
た
会
社
の
自
主
的
な
判
断
に
よ
り
実
施
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
高
速
道
路
の
一
部
あ
る
い
は
全
面
無
料
化
の
早
期
実
現
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
道
路
関
係
四
公
団
の
民
営
化
の
在
り
方
を
議
論
す
る
過
程
で
、
例
え
ば
、
同
省
の
「
高

速
自
動
車
国
道
の
整
備
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
」
に
提
出
し
た
資
料
に
お
い
て
償
還
年
数
を
三
十
年
と
す
る
等
の
試
算
を
行

う
な
ど
、
償
還
年
数
を
現
行
の
四
十
五
年
よ
り
も
短
く
し
た
場
合
の
種
々
の
試
算
を
し
て
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


